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越前町議会・令和５年３月定例会一般質問【髙田浩樹議員】 

 

（令和５年３月３日 午前１１時２９分 開始） 

 

○７番（髙田浩樹君） それでは、マスクを外させていただきます。 

    それでは、通告書に基づき、越前町のＤＸ推進について質問をしていきます。 

    ＤＸといいますと、デジタルトランスフォーメーションの略なんですけれども、

「ＤＸ」の「Ｄ」が「Ｄｉｇｉｔａｌ」の「Ｄ」と、最初にＤが来ますのでデジ

タルがメインなのかなと思うんですけれども。思いがちなんですけれども、その

後の「Ｘ」、「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ」、こちらのほうが重要なんじゃ

ないかなと思います。トランスフォーメーションはどういう意味かというと、ト

ランス、変異する、移行するというのと、フォーム、形、形式、形態、それが合

わさって、大きく形や形態が様変わりしていくと、そういった意味がトランスフ

ォーメーションという意味になります。 

    以前、よく似た言葉でＩＣＴ化という言葉をよく聞いたと思うんですけれども、

ＩＣＴ化といいますと、組織や業務の効率化のために情報通信技術にもう代替え

していく、そういった話であったんですけれども、ＤＸ、最近の国の公文書とか

ではＤＸ、ＤＸ、ＤＸと言っているんですけれども、何か意味があるからＤＸと

いう言葉を使っているんだと思うんですね。 

    それで、ＤＸの目的というのは、適切にそれを使ってトランスフォーメーション、

非常に大きな変化、様変わりしていく、情報通信技術に代替えしていく、そうい

った限定的な範囲を超えて、デジタルを使って大きく変革を起こしていく、そう

いうことでＤＸを推進して行くんだということなんだと思うんですけれども、そ

こで、本町におけるＤＸの意義について、町長に見解を伺います。 

○議長（笠原秀樹君） 町長。 

○町長（青柳良彦君） それでは、お答えいたします。 

    自治体ＤＸを推進する背景には、住民、行政の両面で様々な事情があります。 

    まず、労働人口の減少に伴い、役場や地域を担う人が年々減少しています。一方

で、住民のライフスタイルが変化する中、住民一人ひとりのニーズも多様化して

います。このため行政の仕事は複雑化し、多岐にわたるようになりました。職員

数は減少しているものの業務は多岐にわたるため、職員の業務量は増加していま

す。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、非対面、非接触が主

流となり、デジタル技術の導入が加速化していることも、ＤＸを推進する一因で

あると考えています。 

    自治体ＤＸには、様々なメリットがあります。住民のメリットとしては、役場に

来ることなく、いつでもどこからでも各種届出や申請ができるようになることや、

行政情報が開示され、オープンデータなどが利用できることがあります。行政の

メリットとしては、デジタル技術の活用により労力が削減できることや、提出情

報と保存情報のデジタル化に伴い、確認作業の手間が省け、人的ミスも削減でき

ます。また、書類保管が不要になることもメリットの一つです。 

    自治体ＤＸとは、デジタル技術やデータを活用した行政サービスにより、住民の

利便性を向上させるとともに職員の業務効率化を図り、人的資源を行政サービス

のさらなる向上につなげていくことが、自治体ＤＸの意義であると考えておりま

す。 

    以上です。 
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○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） 今の町長のご答弁にもありましたけれども、大きなデジタルを捉

えていくということで変革を起こしていくという、基本的にはそういう内容だっ

たと思います。 

    国のデジタル化に関するこれまでの施策なんですけれども、２００１年にｅ－Ｊ

ａｐａｎ重点計画というのがありました。そこで、全ての国民がＩＴメリットを

享受できる社会を目指し、実質的に全ての行政手続の電子化等を行う。業務改革、

省庁横断的な類似業務、事務の整理・制度法令等の見直しを実施するとあったん

ですね。これは改めて言いますけれども、２００１年にこれは計画を出されてい

るんです。これは、今、デジタル庁が言っていることとほとんど同じなんですね、

この言っている内容が。 

    それから約２０年後たちまして、２０２０年、当時のデジタル改革担当大臣が、

我が国のデジタルに関し、せっかく良質なインフラがあるのに、新型コロナとい

う事態でうまく使い切れなかった。日本の過去のインフラ投資やＩＴ戦略は全く

役に立たなかったと述べています。この２０年の間、デジタルに関し、国は戦略

をつくり、目標化、計画化して、その都度様々な、いろんな試みをしてきました。

ここで詳細は省きますけれども、本当にこの間、いろんなことをやってきており

ます。 

    ２０００年初頭から今と同じような構想を持ち、何が問題か分かっていながら、

我が国のデジタル化というのは進んでこなかった、あまりうまく進まなかった。

そういった中、新型コロナ対応で他国との比較もあって顕在化し、また、それら

の対応とともに、今後の社会情勢の変化を鑑みますと、我が国としては、もうこ

れはやっていかなければいけないということで、強い意志でもって自治体を巻き

込みながら、行政におけるデジタル化の推進に舵を切って、現在のＤＸの推進が

あるのだと思います。 

    具体的には、２０２０年１２月に総務省より自治体ＤＸ推進計画が発表され、そ

れからデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針、これを打ち出しました。そ

れで、２０２１年にこの方針等を踏まえて、デジタル社会形成基本法、デジタル

庁設置法、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律など、いわゆるデジ

タル改革関連６法が成立されました。このような背景がある中で、自治体ＤＸ推

進計画を基に、本町のＤＸは進められていると思うんですけれども、それらの現

状、現在地としてどのようになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（笠原秀樹君） 総務理事。 

○総務理事（杉本恭伸君） それでは、お答えいたします。 

    当町では、国が定めた自治体ＤＸ推進計画に基づき、ＤＸの推進を行っておりま

す。この自治体ＤＸ推進計画には、６つの自治体が重点的に取り組むべき事項、

内容が掲げられています。これらに対する当町の現状をお答えします。 

    １つ目は、自治体の情報システムの標準化、共通化ですが、これは令和７年度ま

でに、自治体が使用する住民情報や税情報など、１８業務のシステムを国が定め

たシステムへ移行するものですが、現在、現有システムと新システム間の適合度

合いと乖離度合いの分析を行っております。 

    ２つ目は、マイナンバーカードの普及促進ですが、２月１９日現在のマイナンバ

ーカードの申請率は８１．０６％、交付率は６７．１９％で、県の年度末目標で

ある申請率８０％をクリアしております。 

    担当課では、普及促進を図るため、夜間延長窓口や休日窓口の開設、出張申請、
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各種イベントでの臨時窓口の開設などを行っています。また、職員が各種会議や

地元集会において、マイナンバーカードの取得を依頼しております。 

    ３つ目は、行政手続のオンライン化ですが、これは国が指定した２７手続きにつ

いて、住民がオンラインで手続きするとこができるシステムですが、これは既に

運用を行っております。 

    ４つ目は、自治体ＡＩ、ＲＰＡの促進ですが、役場に多く寄せられるお問合せに

ついて、今年度からウェブ上に自動で回答を表示するチャットボットを活用し、

対応しています。 

    ５つ目は、テレワークの推進ですが、テレワークができる環境は既に整備されて

おり、これまでにコロナ感染症の濃厚接触者となった職員がテレワークを実施し

ています。 

    ６つ目は、セキュリティ対策の徹底ですが、町では個人番号を利用する、個人番

号利用事務系と、財務会計や庶務事務を行うＬＧＷＡＮ系、外部インターネット

の接続やサービスを提供するインターネット接続系の３つのネットワークを分離

する三層分離の対策を実施し、セキュリティ対策を行っております。 

    以上です。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） 今、ＤＸの推進の現状についてお聞きしましたけれども、この推

進、どのようにやっているのか、組織体制について伺いたいと思います。 

○議長（笠原秀樹君） 総務理事。 

○総務理事（杉本恭伸君） 当町のＤＸは、令和４年４月に情報統計室から名称を変更し

たＤＸ推進室が各事業担当課と連携しながら推進を行っております。今後、担当

課だけでなく各課からの職員をＤＸ推進委員として選任するなど、庁内で横断的

にＤＸを進められるような組織体制の整備も進めてまいります。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） 先ほどの現状の際のご答弁で、自治体情報システムの標準化、共

通化、あと行政手続のオンライン化に関して話がありましたけれども、これらの

２つ、法令の根拠がある、いわゆる法定ＤＸと言われるものです。 

    これらの内容について、先ほどご答弁もありましたけれども、特に重要なことな

ので深掘りしてお聞きしたいのと、このシステムの標準化、共通化、これは令和

７年度末までの移行と、割と厳しいスケジュールかなと思う部分もあるんですけ

れども、その点に関して見通しどうなっているのかお聞きします。 

○議長（笠原秀樹君） 総務理事。 

○総務理事（杉本恭伸君） では、お答えします。 

    先ほどのご質問の答弁と一部重複をいたしますが、自治体システムの標準化、共

通化とは、令和７年度までに自治体が使用する住民票などの住民情報や固定資産

税などの税情報、児童手当などの福祉情報１８業務において、国の策定する標準

仕様書に準拠したシステムへ移行するものです。 

    これまでは、自治体ごとに情報システムのカスタマイズを行っており、改修時の

費用が大きく、また情報システム間の調整が負担となりクラウド化が進みません

でした。 

    今後は情報システムを標準化、共通化することにより、人的、財政的な負担の軽

減を図り、各自治体の共同利用が可能になります。現在、システムを運用してい

る福井県丹南広域組合と連携し、令和７年度完成に向けて、国の計画に遅れるこ

となく整備を進めております。 
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    次に、行政手続のオンライン化とは、住民がマイナンバーカードを用いて行政の

窓口手続をオンラインで申請することにより、役場に出向く必要があった申請や

届出等の手続きをいつでも、どこからでも行うことができるシステムです。妊娠

の届出など子育て関係１５手続き、要介護・要支援認定の申請など介護関係１１

手続き、罹災証明書の発行申請の被災者支援関係１手続き、合計２７手続きにつ

いて、町のホームページから手続きができます。そのほかに、令和５年度からは

生涯学習センターなど、一部施設の利用についてインターネットからの予約を予

定しております。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） これまで、現状を中心に聞いてきたんですけれども、本町のＤＸ

において、現在明らかにされている課題、また想定される課題と、それらの対策

についてお伺いします。 

○議長（笠原秀樹君） 総務理事。 

○総務理事（杉本恭伸君） 当町のＤＸの課題としては、デジタル人材の確保と育成、デ

ータ漏洩等への対策、デジタル化に伴うシステム導入費や機器の更新費用の増加、

デジタルへの移行とデジタル弱者に対するアナログとの両立などがあります。 

    これら課題に対応するため、まず、デジタル人材の確保と育成については、職員

の研修会への参加や県や外部からの人材の派遣が有効だと考えております。また、

データ漏洩等への対策については、先ほど申し上げました三層分離対策で、外部

メールからウイルス感染を防ぐための無害化処理や情報持ち出しを防止するシス

テムなどを活用し、データ漏洩等を防止しております。 

    システムの導入費や更新費用の増加については、新規システムの導入並びに機器

の更新に当たり、その費用対効果を十分に見極めながら導入を検討してまいりま

す。 

    デジタルへの移行とデジタル弱者に対するアナログとの両立については、当面は

デジタルとアナログの両立はやむを得ないと考えますが、できることからデジタ

ル化に移行していきたいと思います。また、デジタル弱者に対しては、スマート

フォン教室やパソコン教室を開催し、デジタルに親しんでいただけるよう配慮し

てまいります。 

○議長（笠原秀樹君） 今挙げていただいた課題、どれも重要な課題だと思います。 

    中で、いくつかちょっとお話ししたいこともあるんですけれども、デジタルがあ

まり得意でない方の対応についてご答弁がありました。これはとても重要な観点

だと思います。 

    国なんですけれども、誰一人取り残さないデジタル社会に向けてということを言

っているんですけれども、これですけれども、社会において、これまではデジタ

ルは使える人が使ってくださいねという位置づけから、今は、これからは全員に

必要なものに変わってきたという前提があるからこそ、こういうことを言ってい

るのだと思うんですけれども。民間企業であれば、利益の最大化がその目的であ

りますから、民間企業のＤＸにおいては、その目的に応じた対象者を絞っていく

ということもあるかもしれませんけれども、一方、自治体であれば、全ての住民

が対象になります。誰一人取り残さない観点からＤＸを進めていく、これは本当

に大切なことで、ご答弁にもありました、インフラ、端末、リテラシー、助け合

える人や組織とのつながりといったことが、自治体として住民に対してどのよう

にこれからサポートしていけるのか、いくのか、こういったことが重要になって

いくと思います。 
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    先ほど、データ漏洩等の対策に関するご答弁もありました。それとの関連になる

んですけれども、今、グーグルであったり、アップルであったり、アマゾンであ

ったり、大型のプラットフォーム企業に対して、個人情報の保護はもちろんのこ

と、取得しているデータの取扱い、こういったことに関して非常に透明性が求め

られております。自治体も同様で、ある意味大きなプラットフォームであります

し、本人の主体性を問わずに住民データを集められるといった側面もありますか

ら、より強いプラットフォームとも言えます。 

    先ほど、データ漏洩等の対策として三層分離対策のご説明がありました。どのよ

うに情報を取り扱っているのか、そういった説明責任であったり、透明性などを

自治体と住民との信頼関係を築いていく上で、そういったことを意識していく必

要がこれからあると考えております。 

    次の質問に関することなんですけれども、ＤＸ推進に当たって重大な問題として、

これはあくまで一般的によく聞く話なんですけれども、デジタル化を進めること

で、職員の方の仕事が増えるということがあります。毎日一生懸命仕事をしてい

る中で、デジタル化によってさらに仕事が増えてしまう。窓口の先であったり、

住民と接する部分、他との機関との連携、そういったものにデジタル化が進んだ

としても、窓口から中の部分、役場でのルールを含めた内部環境での業務、そう

いったものはアナログを前提としているものであれば、デジタルで入ってきたも

のを最終的にアナログに変換して管理したり保存したりしていくということにな

りかねません。 

    例えばですけれども、デジタルで入ってきた情報と全く同じ内容のものを転記し

たり、また紙媒体に出力したり、ファイリングしたり、場合によっては一度アナ

ログに転換したものを再度デジタル化してしまうと、そういうことが起きている

ということも一般的な話ですけれども、聞くことがあります。それらは何らかの

やむにやまれぬ事情があって、そういうことになっているということなんでしょ

うけれども、言わば、一部デジタル化が進むことで、職員の方の負担を増やして

しまう。そういうのであれば、最初の町長のＤＸ推進の意義でご答弁された、職

員の業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていく

といったＤＸ本来の意味から大きく外れてしまうのではないかと考えます。 

    デジタルで入ってきたものをデジタルで処理し、デジタルで管理し、デジタルで

出力していく、デジタルはデジタルのまま活用し完結できるルールを含めた内部

環境を整えていくことで、デジタル化のメリットを最大限に生かし、自動化、省

力化、省人化できるところを増やしていき、人海戦術で押し切るようなケースを

減らしていく、そういったことがこれから重要だと、より重要になると考えます。 

    ＤＸの推進とともに、それに応じて内部環境を整備していく、これも広くはＤＸ

の在り方だと思うんですけれども、このことに関しての所見を町長に伺います。 

○議長（笠原秀樹君） 町長。 

○町長（青柳良彦君） お答えいたします。 

    総務省の自治体戦略２０４０構想研究会の第２次報告では、従来の半分の職員で

も、自治体として本来担うべき機能が発揮でき、量的にも質的にも困難さを増す

課題を突破できるような仕組みを構築する必要があると記されています。 

    半減した職員で業務を遂行するには、事務の在り方を変える必要があります。オ

ンライン手続を推進するための押印廃止やペーパーレス化、電子決済なども業務

改革の一環です。内部環境を整えるためには、業務改革はもとより、組織の在り

方も変革していくことが重要と考えております。 
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    以上です。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） 先ほど、ＤＸ推進の組織体制で、今後検討していくんだというこ

とで、担当課だけでなく各課からＤＸ推進委員を検討していきたいというお話が

ありました。どのような形であれ、これは全庁的、横断的な組織体制で取り組ん

でいかないといけないことでありますし、そして、何より町長のリーダーシップ、

これが大切になると考えております。 

    次ですけれども、ＤＸ推進の意義において、町長のご答弁にもありましたオープ

ンデータの利用があります。 

    ＤＸ推進を今後見据えていくことで、地域で有効活用できるデータを用意すると

いうことも重要だと考えております。例えば人流で、地域の中で人が流れて、い

つどこで増えたのか、減ったのか、今そういったことは、個人情報ではなく統計

データとしてリアルタイムで予測していくことが、今、デジタル化の社会になっ

て可能になっております。新型コロナ感染の流行の際にはとても注目されました

が、こういったことが、観光客がいつどこで集まるのか、そういったことの過去

の分析、現在の把握、そして未来の予測、そういったことにも活用できる可能性

があります。 

    自治体において、デジタルで入力されたものをデジタルで管理し、個人情報の保

護もデジタルでしっかり行い、公開においても、職員の方に負荷をかけることな

く自動化により活用しやすいデータとしてオープン化を行う。守るべきものは守

り、公開していくものは適切な形にして公開していく、そういったデジタルデー

タの循環により有効活用できるデータを用意していくことが、自治体ＤＸにおけ

る、これから目指す姿の一つであると考えます。デジタル社会形成基本法やデジ

タル手続法、また官民データ活用推進基本法、公文書管理や個人情報の保護など、

こういった整備が進んでおりますけれども、社会がそういった環境整備を進めて

いるということは、そういったことも将来見据えていくということの現れだと考

えております。 

    そこで、本町におけるＤＸ推進において、地域で有効活用できるデータのオープ

ン化について、町長に所見を伺います。 

○議長（笠原秀樹君） 町長。 

○町長（青柳良彦君） お答えいたします。 

    国は、自治体が抱える地域課題を住民や事業者と連携して解決するとともに、行

政事務の効率化や新たなサービスの創出につなげるため、各種ガイドラインを参

考として、自治体が保有するデータのオープン化を促進しています。 

    当町におきましても、観光振興、子育て支援、高齢者対策、地域経済の活性化等

に資するため、民間と行政の連携も考えられますので、今後一般の方が有効に活

用できる自治体データのオープン化につきましては、公開できる範囲におきまし

て、他市町の状況を見ながら判断していこうと思っております。 

    以上です。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） まずＤＸでは、足下でやることが山積していますので、有効活用

できるデータのオープン化というのはすぐには手が回らない部分はあるかなと思

います。 

    ただ、そういったことも、例えば活用できるデータが公開されていくということ

によって、最近よく聞くＥＢＰＭですね、合理的根拠、エビデンスに基づく政策
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の立案、そういったものの精度も上がっていくと思いますので、将来的にはそう

いったことも見据えて、ＤＸを推進していただきたいとお願いします。 

    先ほどのご答弁の中で、自治体戦略２０４０構想研究会の報告についてお話があ

りましたが、従来の半分の職員でも、自治体として本来担うべき機能を発揮して

行くような仕組みが必要なんだということでありましたが、その背景は、２０４

０年に団塊の世代及び団塊ジュニアの世代が高齢になる。その一方で、出生数が

年間１００万人、今年、昨年度ですか、７０万人台になったという話もありまし

たけれども、大体１００万人ほどの世代が２０歳代となる、いわゆる人口ピラミ

ッドが棺桶のような形になる、そういった背景が大きくあります。 

    本町の場合で言いますと、合併当初の１８年前、大体２万５，０００人近くいま

したけれども、現在は２万人、２０４０年には恐らく１万４，０００人を下回る。

人口構成としましては、その頃には老年人口と生産年齢人口がほぼ同じになると

言われております。合併後数年間は１８０人ほどで推移した出生数も、近年１０

０人前後になっています。子どもが減っていく、働き手や地域の支え手が減って

いく、財政規模も小さくなっていく。本町の場合は、２０４０年よりも早くから

そういった危機が訪れる可能性があるのではないかとも考えられますけれども、

そういった観点からも、今後のＤＸの推進、そういったことに期待していきたい

ところではあります。 

    そういったところではありますけれども、本町におけるＤＸの今後の展開につい

て、町長に伺いたいと思います。 

○議長（笠原秀樹君） 町長。 

○町長（青柳良彦君） お答えいたします。 

    デジタルトランスフォーメーションといいますと、デジタル技術やデータの活用

の方法に目が行きがちですが、これはあくまでも手段であり、本来は情報通信技

術を行政のサービスに浸透させることで、住民の皆さんの生活をあらゆる面でよ

り良い方向に変化させることが目的です。 

    最初にお話ししたように、行政を取り巻く状況は変化しており、特に職員数の減

少やサービスの多様化が進む中、行政サービスの質を高め、住民の皆様に満足し

ていただくためには、これまでどおりの固定観念や慣習による業務の進め方をい

ま一度見直すことは必要不可欠なことです。ＤＸをこれからの時代に対応するた

めの業務改善の絶好の機会と捉え、組織全体で推進し、今後も住民の皆様へより

快適なサービスの提供を行ってまいりたいと考えております。 

    以上です。 

○議長（笠原秀樹君） 髙田浩樹君。 

○７番（髙田浩樹君） 期待しております。 

    いろいろと多岐にわたり議論をしてきましたけれども、繰り返しになりますけれ

ども、今日の自治体ＤＸの大きな流れの源泉には、ここずっと２０年以上、国の

デジタル化の政策がうまくいかず、それがコロナ対応で明らかになり、近年にな

って国が本気で自治体を巻き込みながら、本腰入れて行政のデジタル化を推し進

めているということ。そして、何より人口動向や多様に広がる公共サービスを含

めた社会環境の変化、そういったものを見据え、現状のままの業務の在り方では

自治体としての本来の機能を担うことも、より良い住民サービスを実現していく

ことも困難な状況になってしまうといった背景があるからとだと考えられます。

その大きな流れの中に本町も例外なくありますし、さらにその中にＤＸがあると

考えられます。 
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    町長のご答弁で、ＤＸはあくまで手段とありましたけれども、私も全く同じ意見

でございます。表層的なことにとらわれることなく、デジタル化により真に住民

サービスの向上に寄与するところへ取組みを重視し、個人に寄り添い、より良い

地域社会の実現を目指していくことが重要でありますし、役場内においてはデジ

タル化のメリットを最大限に活用でき、内部環境を整え、地に足のついた、より

着実な、より実効性のあるＤＸを推進していただくことを期待しております。 

    そして、ＤＸ推進に当たっては、誰一人取り残さないデジタル社会であったり、

個人情報の保護を含め、多様なデータを扱う本町と住民との信頼関係の構築、有

効活用できるデータのオープン化といった観点も、また見据えていただきたいと

思っております。 

    話はちょっと変わるんですけれども、昨年の後半頃から現在に至るまで、チャッ

トＧＰＴに代表される、いわゆる誰でも活用できるＡＩ、こういったものが月々

とリリースされております。このような生成ＡＩを用いれば、文章プログラミン

グ、画像、音声、動画、楽曲など、普段私たちが話す言葉、自然言語でもって、

低いハードルですごく高いクオリティのものをつくり出すことができるようにな

ってきました。本当に、この１年前では考えられなかったことが今現実で起きて

います。技術革新というのは本当にいつ何が起こるか分からない。そして、どう

いう影響をこれから及ぼしていくのか予想もつかない。今は、もう本当にただた

だ毎日驚いているばかりです。 

    とはいえ、ＡＩが何かの意思を持って勝手にやることはありません。人間がやろ

うとすることを強力にアシスト、サポートしてくれますが、何らかの意思を持っ

て勝手に動くということはありません。我々が、人間が持つビジョンであったり

好奇心、それが強力なコマンドとなってＡＩを動かすことができます。そのため

には、目的に向かって適切にＡＩを活用していくためには知恵や技術も必要です。 

    ちょっと話がそれちゃいましたけれども、日常の暮らしの中で、一般的に活用で

きるＡＩの普及が現実味を帯びてきました。これから、今すぐではないでしょう

けれども、いずれは行政において活用、どのように活用していくかということの

検討に入るときも来るのかなと思います。まだまだちょっと先の話ではあります

けれども、そういったことにも期待していきたいと思っております。また、議会

内におきましても、議員の皆様とともに、議会のＤＸ推進を努めていきたいと考

えております。 

    私からの一般質問を終わります。 

 

（午後０時４分終了） 

 


